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１．審査会合指摘事項に対する回答方針

【指摘事項】
第 17 条（原子炉冷却材圧力バウンダリ）については、設計方針として記載が、先行 PWR 及び
BWRプラントと相違しており、例えば、原子炉冷却材圧力バウンダリの機器及び配管の拡大範囲の具
体的な適合のための設計方針の記載が不足している。
【回答方針】
設計方針としての記載が，先行プラントと比較して不足していた，下記の５項目について具体的な設計方針や適合性説明等に
関する記載を充実した。その他の記載についても先行プラントの審査実績を参考にして，記載の修正を行った。
①1.2 追加要求事項に対する適合性(3)適合性説明 まとめ資料:17条-5,6
 原子炉冷却材圧力バウンダリの機器及び配管の拡大範囲に関する具体的な適合のための設計方針について、記載を充

実した。
②1.2 追加要求事項に対する適合性(3)適合性説明 第１項第１号及び第２号について まとめ資料:17条-6,7
 既許可の記載を踏まえつつ，審査取りまとめ資料に「第1項第1号及び第2号」の要求に対する適合性説明の記載を充実

した。
③5.1 １次冷却設備(8)漏えい監視設備 まとめ資料:17条-10,14
 原子炉格納容器への漏えい及び２次系への漏えいを検知する設備に関する記載を充実した。

④5.1.1.7 評価 まとめ資料:17条-12
 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲を含めた１次冷却設備の設計に対する評価の記載を充実した。

⑤2.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲，原子炉格納容器バウンダリに対する漏えい検査の影響について
まとめ資料:17条-22
 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲に対する漏えい検査の方法について記載を充実した。
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２．審査会合指摘事項に対する回答① (1/2)

先行PWR 及びBWRプラントとの記載の相違（反映前）

反映前

先行BWRプラント先行PWRプラント

原子炉冷却材圧力バウンダリの機器及び配管の
拡大範囲に関する具体的な適合のための設計

方針の記載が不足

1.2 追加要求事項に対する適合性 (3)適合性説明 第１項について
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 原子炉冷却材圧力バウンダリの機器及び配管の拡大範囲に関する具体的な適合のための設計方針の記載が相違し、
不足している部分について，先行審査実績を設計方針に反映し，記載を充実した。【まとめ資料:17条-5,6】

反映前 反映後（記載の充実）

【反映後の着色について】
黄色ハッチングは，修正箇所
文字の着色は，至近の審査実績である先行BWRプラント

（前ページ参照）との差異を識別表記

２．審査会合指摘事項に対する回答① (2/2) 3



４．審査会合指摘事項に対する回答② (1/2)

1.2 追加要求事項に対する適合性 (3)適合性説明 第１項第１号及び第２号について

先行PWR 及びBWRプラントとの記載の相違（反映前）

先行PWRプラント 先行BWRプラント

反映前

先行BWRプラントにおいて記載の充実が図られ
た部分の反映が不十分であり，
基準適合性説明の記載が不足
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４．審査会合指摘事項に対する回答② (2/2)

反映前

記載無し

 設置許可基準規則17条の要求に対する適合性説明の記載が不足しており，先行審査実績を設計方針に反映し，既許
可の記載を踏まえつつ審査取りまとめ資料に「第1項第1号及び第2号」に係る記載を充実した。【まとめ資料:17条-6,7】

【反映後の着色について】
黄色ハッチングは，修正箇所
文字の着色は，至近の審査実績である

先行BWRプラント（前ページ参照）との
差異を識別表記

反映後（記載の充実）
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３．審査会合指摘事項に対する回答③ (1/2)

5.1 １次冷却設備 (8)漏えい監視設備 先行PWR 及びBWRプラントとの記載の相違（反映前）

先行PWRプラント 先行BWRプラント

反映前

「1.2 追加要求事項に対する適合性」における
記載で十分と判断し，設備の具体的な適合の
ための設計方針に係る「5.1 １次冷却設備」で

の記載が不足

【参考】 「1.2 追加要求事項に対する適合性」の記載（抜粋）
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 原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいに対する監視設備の記載が不足しており，先行審査実績を設計方針に反映し，原
子炉格納容器への漏えい及び２次系への漏えいを検知する設備に関する記載を充実した。【まとめ資料:17条-10,14】

３．審査会合指摘事項に対する回答③ (2/2)

反映前 反映後（記載の充実）

記載無し

【反映後の着色について】
黄色ハッチングは，修正箇所
文字の着色は，至近の審査実績で

ある先行PWRプラント（前ページ参
照）との差異を識別表記

左記の反映と合わせて
記載の充実
【17条-14】
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４．審査会合指摘事項に対する回答④ (1/2)

5.1.1.7 評価 先行PWR 及びBWRプラントとの記載の相違（反映前）

先行PWRプラント 先行BWRプラント

反映前

審査とりまとめ資料として先行BWRプラントにおい
て記載の充実が図られた部分の反映が不十分で

あり，適合性説明の記載が不足
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 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲を含めた１次冷却設備の設計に対する評価の記載が不足しており、先行審査実績を
反映し，基準適合性の説明の観点から記載を充実した。【17条-12】

４．審査会合指摘事項に対する回答④ (2/2)

反映前

記載無し

【反映後の着色について】
黄色ハッチングは，修正箇所
文字の着色は，至近の審査実績である先

行BWRプラント（前ページ参照）との差異
を識別表記

反映後（記載の充実）
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４．審査会合指摘事項に対する回答⑤ (1/2)

2.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲，原子炉格納容器バウンダリに対する漏えい検査
の影響について

先行PWR 及びBWRプラントとの記載の相違（反映前）

先行PWRプラント 先行BWRプラント

反映前

先行PWRプラントにおいて記載の充実が図られ
た部分の反映が不十分であり，適合性説明の

記載が不足
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 拡大範囲の漏えい検査に係る記載の文字
の着色:

先行PWRプラント（前ページ参照）との
差異を識別表記

 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の漏えい検査に係る記載が不足しており、先行審査実績を反映し，原子炉冷却
材圧力バウンダリ拡大範囲に対する漏えい検査の方法について記載を充実した。【まとめ資料:17条-22】

４．審査会合指摘事項に対する回答⑤ (2/2)

反映前 反映後（記載の充実）

【反映後の着色について】
黄色ハッチングは，修正箇所

文字の着色:

 維持規格までの文字の着色:
先行BWRプラント（前ページ参照）との
差異を識別表記
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